
（目的）
第１条 生活創造活動に取り組むグループ、団体、ＮＰ
Ｏ（以下「グループ」という。）が行う主体的な実践活
動の支援及びグループ間の交流を推進するため、「かこ
む倶楽部登録制度」を設けています。 

 

（登録申請） 
第２条 登録を希望するグループは、次に掲げる書類を
添付して、東播磨生活創造センター（以下「センター」
という。）に持参提出し、記載内容についてヒアリング
を受けて下さい。 

 (1) かこむ倶楽部登録用紙  
 (2) その他、リーフレット、会報等、活動内容がわか

る資料  

（登録要件） 
第３条 グループは、次に掲げる要件をすべて満たして
ください。 

 (1) 主たる活動場所が、東播磨地域であること。  
 (2) 「福祉」「社会教育」「まちづくり」「芸術・文化・
スポーツ」「環境」「災害救援」「地域安全」「人権・
平和」「国際協力」「男女共同参画」「子どもの健全育
成」「情報化社会」「科学技術」「経済活動」「職業・
雇用」「消費生活」「活動支援」などの分野で、生活
創造活動に主体的かつ継続的に取り組んでいること。

  (3) 政治活動、宗教活動、営利目的及びそれに類する
活動を行うなど、センターの業務になじまない活動
をしていないこと。 

 (4) グループの会員数が、原則として２名以上である
こと。 

 (5) グループ活動を通した社会貢献を行っているなど、
活動で得た成果を広く県民に還元しているまたは将
来的に還元する予定があること。 

 (6) 施設や設備の利用以外に、グループ相互の交流や
情報公開（団体名・所在市町・活動分野・主な活動

     内容等の開示）等、センターからの要望に積極的に
応じる姿勢を持っていること。  

   ※特定の施設・設備の利用のみを目的とした登録
申請は認められません。

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（利用可能施設） 
第４条 グループは、登録後、所定の規定に基づき、  
下記のグループ活動支援施設を利用することができま
す。 
【グループ活動支援施設】 

階 施設名 
１
階 

【グループ活動コーナー】 
○ グループ活動ブース  
○  グループロッカー  
○   メールボックス 
○ 情報掲示板  
（グループ活動情報ラック） 
○  映像編集コーナー

２
階 

○  印刷・製本室  
○  保育ルーム  
○  和室 

 
（審査） 
第５条 センターは、グループから登録の申込を受けた
場合、登録要件を審査し、登録の可否についてグルー
プに回答します。 

 （登録期限及び継続手続き） 
第６条 登録グループの登録期限は、毎年３月 31日まで
とします。引き続き継続して登録を希望する場合は、
毎年２月頃に発行する「更新用紙」を記入の上、提出
ください。更新用紙の提出がない場合、登録は抹消さ
れます。 
 （登録の取消・抹消） 
第７条 登録グループは、グループの解散等、登録を取
り消したい事由が発生した場合は、速やかにセンター
に申し出てください。 
 登録グループから第６条の活動報告用紙の提出がな
い場合、センターは、当該グループの登録を取り消す
ことがあります。 
 登録グループの行う活動内容が、第３条に掲げる登
録要件を満たしていないと判断した場合、センターは
当該グループの登録を取り消すことがあります。 
 （登録内容の変更）

 第８条 登録グループの代表者、連絡先等登録内容に変
更が生じた場合は速やかにセンターに申し出てくださ
い。 

 （その他）
 第９条 上記の条文以外の事項については、センターに

おいて別途協議します。 

かこむ倶楽部の登録手続き！ 

 

 

ステップ 1  

かこむスタッフ　から〝かこむ倶楽部“の説明があり

ます！ 

登録までの流れ

がわかるよ！ 

ステップ２  

スタッフから 施設・設備 について説明があります！ 

 

 

 

 

 

ステップ 3  
登録要領 をよく読んで、〝かこむ倶楽部“について

再度ご確認ください！ 

ステップ 4  

登録用紙「かこむ倶楽部 申請書」をご記入ください！ 
 

 

 

 

 

 

ステップ 5  

登録用紙「かこむ倶楽部 申請書」と活動内容が分かる

チラシやリーフレット等の資料をお持ちになり、

「かこむ」までお越しください！ 

ステップ 6  
登録用紙をお持ちになった際、スタッフがどのような活動を

していらっしゃるのか、少しお話を聞かせていただきます。 

 

 

 

ステップ 7   

後日※改めて「かこむ」責任者より登録の結果について、

ご連絡させていただきます。※(約一週間後) 

 

登録完了！！

 

 

 

 
登録が完了すると・・・活動のために、「かこむ」の様々な無料施設・設備をご利用いただけます。

（利用できる施設については、「施設一覧」をご確認ください！）“かこむ倶楽部”登録団体どう

しの交流を深めることにより、さらにお互いの活動を盛り上げましょう！！ 

かこむ倶楽部をご存じですか？

かこむ倶楽部に登録することで、ここ＂かこむ＂の施設利用の

優遇措置があったり、様々な活動のバックアップやアドバイス

を受けることができます！

また、他の登録団体との交流を図り、一緒に活動をおこない活

動の幅を広げたりと可能性も広がります！以下の登録手続きと

裏面の登録要領をご確認の上、是非、ご登録を！

かこむスタッフ一同皆さんのお越しをお待ちしています！

かこむ倶楽部に登録しませんか！？かこむ倶楽部に登録しませんか！？

申請書をご記入の上、かこむ窓口までおこしください！

「かこむイベント情報」メールサービスに登録しませんか？
「かこむ」で行われる講座やコンサートの情報をメール配信するサービスを行っています。

毎月１・15日に配信します。

　　ご希望の方は、次のいずれかの方法でメールアドレスを登録してください。

①バーコード読み取り機能付き携帯をお持ちの方の登録方法

携帯で左のQRコードを読み取っていただき、指示に従ってメールを送信下さい！

QRコード

②バーコード読み取り機能がついていない携帯、もしくはパソコンからの登録方法

携帯・PCからpictmail-5094@itm-asp.com宛に空メールを送信してください！

いますぐ、登録！

かこむ倶楽部登録要領かこむ倶楽部登録要領


